
横浜市瀬谷スポーツセンター指定管理者選定委員会運営要綱 

 

制定 平成 24 年４月１日 瀬地振第 37 号（区長決裁） 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、横浜市スポーツ施設条例（平成 10 年３月横浜市条例第 18 号）

第 16 条第３項の規定に基づき、横浜市瀬谷スポーツセンター指定管理者選定委員

会（以下「委員会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定める。 

 

 （担任事務） 

第２条 委員会は、横浜市瀬谷スポーツセンターの指定候補者（指定管理者の候補者

をいう。以下同じ。）の選定（以下「選定」という。）等に関し、次の事項について

調査審議し、区長に意見を述べる。 

(1) 選定手続の細目 

(2) 選定基準 

(3) 公募要項等の内容 

(4) 選定及び次点候補者（指定候補者を指定管理者として指定できない事情がある

場合において、当該指定できない候補者に代わって指定候補者となるべき者をい

う。以下同じ。）の決定 

(5) 指定管理者の指定の取消し 

(6) その他区長が選定等について必要と認める事項 

 

 （委員） 

第３条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(1) スポーツ施設の運営管理又はスポーツ振興事業に関する有識者 

(2) 施設利用者の代表 

(3) その他市長が必要と認める者 

２ 委員に、委員としてふさわしくない非行事由があったと市長が認める場合は、市

長はその職を解くものとする。 

３ 委員の氏名及び役職等は公募要項等に掲載する。 

 

 （委員の責務） 

第４条 委員は、第２条に定める職務を常に公正、公平に行わなければならない。 

２ 委員は、直接間接を問わず、応募団体及び応募することが見込まれる団体の関係

者と、選定に関して接触してはならない。 

３ 前項の接触が判明したときは、委員会は委員が接触した団体を選考対象外とする。 

４ 委員は、委員会を通じて知り得た情報をその職を退いた後も洩らしてはならない。

ただし、横浜市又は委員会が公表した情報については、この限りではない。 

５ 前項の規定は、委員会に出席した者（委員及び会議が公開されている場合におけ




